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株式会社 ジョブウェル　障害者就労支援事業所
ジョブウェル（指定障害者就労移行支援事業所：2317900104）
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　新緑の木々に、自然の香が漂う季節となりました。ジョブウェルでは、利用される方も10名を超えました。作業訓練も、施設内訓練だけではなく、施設外での訓練も定期的に行えるようになりました。毎週一回、希望する職種への実習を始めた方もみえ、開始から2ヶ月が経ちました。　　　

徐々に就職するという意識も高まり、履歴書・スーツの準備や、ネクタイの結び方を覚えるなど、積極的に活動しています。

施設外の訓練内容としては、「会社内清掃全般」「マンション清掃」「情報誌配布」を行い、コミュニケーション能力・社会性・体力等を高め、早く就職できるように活動しています。今後も、施設外の訓練先を充実させていき、より多くの方が施設外訓練を行えるようにしていきたいと思います。現在、様々な助成金・報奨金・奨励金をはじめ、新しい制度が出来てきています。ジョブウェルではこれらの情報を事業主へ発信し、より障害者の方の就労を支援できるようにしていきたいと思います。


　現在ジョブウェルでは、この様な課題に取り組んでいます･･･　
　　①就労先（障がい者求人）の開拓…
　　　　障がいがあっても働くことができる企業や団体を探すために、定期的に職業安定所に通っています。「障がい者求人」だけでなく、「一般求人」についても応募可能かを窓口で相談し、求人の開拓に努めています。また企業団地などの近隣企業に対し、雇用拡大に向けての案内状を送付させていただいているところです。　
　　 ②最低賃金（時給７１４円）の工賃支払い…
　　　　　　障がいがある方が自立生活をしようとした場合の、「所得保障」をするためです。障がいがある方は、「障害基礎年金」の受給者と非受給者の方がいます。どちらの場合も、地域で自立生活をしようとした場合、最低でも１０万円以上の所得保障が必要だと考えています。そのため、仕事や役務を発注してくださる企業や団体を現在探しています。加えて、発注元への一般就労も目標としています。
　企業や団体の皆様方、ぜひご理解とご協力をお願いいたします。

　現在、利用者の増加にあわせ、毎月2回、職業安定所へ利用者さんと共に求職活動にでかけています。今年度から瀬戸職業安定所で新しくスタートした「就労支援チーム」にも全員が登録を行い、ジョブウェルでの訓練・実習などの就労訓練全般を連携して行っています。情報の共有を行う事で、より密な関係を保ち、就職活動に生かしていきたいと考えております。

また、他市の職業安定所との連携を行うことにより、より沢山の求人情報を確保できる体制になりました。その他にも、名古屋総合リハビリテーションセンター、就労移行支援事業所をはじめとする法人、近隣の養護学校をはじめ、あいち産業振興機構、愛知労働局とも連携し、最新の情報や就労に向け求められるニーズを把握し、よりよい就労移行支援事業所として成長してきています。


平成20年3月5日、職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害雇用対策課より、障害者の雇用に関する今後の対策が示されました。障害者雇用納付金制度の対象が、平成22年7月1日より常用雇用労働者201人以上、平成27年4月1日には101人以上の企業へ拡大されるといったものです。障害者雇用納付金制度とは、障害者法定雇用率企業が障害者を雇用する場合、作業設備や職場環境を改善したり、特別の雇用管理や能力開発等を行うなどの経済的負担がかかることを考慮し、障害者雇用率に達していない企業から納付金を徴収し、これによって障害者を多く雇用している企業の経済的な負担を軽減するなど、主として障害者雇用に伴う経済的な負担のアンバランスを調整しつつ、全体として障害者雇用の水準を高めていこうとする制度ですが、障害者法定雇用率企業を拡大することにより、障害者雇用の促進を図ろうとするものです。（※参照：障害保健福祉関係主管課長会議資料Ｈ20.3.5）
　ジョブウェルでは、今後も、情勢の動きを確認しながら様々な活動を行っていきます。企業団地をはじめとする各企業に情報を発信し、職業安定所・瀬戸商工会議所などとも協力していきたいと考えています。

シリーズ２　瀬戸市委託：障害者の何でも屋!!相談支援事業所「サポート＆ケア」
☆日常生活で困ったことや福祉サービスの利用、仕事の相談などを行っています。
｢会社の人間関係で悩んでいる｣｢僕が使える福祉サービスってあるの？｣｢どうすれば利用できるの｣｢手続きを手伝って｣等何でもご相談下さい。相談内容及び個人情報の守秘義務は、厳守されますので安心してお気軽にご相談下さい。
＜たとえば・・・＞
◎会社での悩み…「いじめられた」「有給休暇がないので休むと給料から引かれる」「やめてほしいと言われた」「給料が下がった」「働く場所を急に変えられた」

◎生活している中で…「親が入院などして、そうじ・せんたくなどに困っている」「1人暮らしがしたい」

◎福祉サービス…「手帳をなくした」「市役所からきた手紙の意味がわからない」

こんな時など、いつでも連絡を下さい。※利用料・相談の費用は無料となります。
連絡先：相談窓口/ｻﾎﾟｰﾄ&ｹｱ　代表/川上 雅也　電話/090-2685-4197　ＦＡＸ/0561-62-2805

メール/masaya-k@hm.aitai.ne.jp.

第２回「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金）＆愛知県障害者定着雇用奨励金」
特定求職者雇用開発助成金とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇入れる事業主に対して、その雇い入れに係る者に支払った賃金に相当する額の一定率を雇入れた日から一定期間支給するものです。受給するには、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介からの就職など、様々な要件を全て満たす必要があります。愛知県ではこの助成金以外でも、障害者の職場での適応を高め、職場定着を促進するため、上記の支給終了後も、引き続きその障害者を常用労働者として雇用している中小企業事業主に対して、奨励金を支給する制度があります。これが愛知県障害者定着雇用奨励金です。愛知県内で障がい者の方の雇用を検討している企業主、雇用している企業主の方、是非、このような助成金を活用し、障害者の雇用を促進してみてはいかがでしょうか？詳細は、下記ＨＰ参照、又はジョブウェルまで御問合わせ下さい。※愛知県ＨＰ･（独）高齢・障害者雇用支援機構ホームページ参照。

☆ジョブウェルでは利用者の方の安定的な工賃の支給のため、以下のような企業・団体様を探しています。

●障がい者がグループ（3名以上＋職員1名）で働く事ができる仕事場。（請け負った作業を発注先の企業・団体内で行います。）※アルバイト・職場体験のご提供も歓迎いたします。※ジョブウェルからグループにて出勤いたします。

●ジョブウェルに仕事（委託・下請け・内職）をくださる企業・団体。※ジョブウェル（事業所内）にて実践的な作業訓練をさせていただく為、是非、ご協力下さい。
◆この掲載内容についてのご質問など、ご不明な点がございましたら、ジョブウェルまでお問い合わせ下さい。
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〒４８８－００２３


愛知県尾張旭市瀬戸川町2-3パレスＴ2　1階
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